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地域気候変動適応計画・センターの共同策定等

割合件数策定の形式

4.1%11地域気候変動適応計画（適応計画）単独

56.2%148地球温暖化対策実行計画（温対計画）の一部

0.7%2適応計画のみ合わせて策定
環境基本計画

の一部 22.8%60温対計画と適応計画を合わせて策定

13.6%36温対計画、適応計画とその他の計画を合わせて策定

2.2%6その他

地域気候変動適応計画の共同策定の数

 公式に把握している事例は0件（0/263件）
 ⾧崎市・⾧与町・時津町が策定した事例を調査中。これを含めると共同策定割合は1.1% （3/265件）

地域気候変動適応センターの共同設置の数

 埼玉県下の15市町、京都府・京都市の計16センター
（※埼玉県の15市町は、埼玉県適応センターと共同で市町内にそれぞれの市町のセンターを設置。京都府と京都市は共同で一つのセンターを設置。）

 共同設置割合は26.2％（16/61センター）

他の計画の一部として策定された地域気候変動適応計画の数

端数処理により合計が100％になりません。


